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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第６区分
【発行日】平成30年3月29日(2018.3.29)

【公表番号】特表2017-509558(P2017-509558A)
【公表日】平成29年4月6日(2017.4.6)
【年通号数】公開・登録公報2017-014
【出願番号】特願2016-560775(P2016-560775)
【国際特許分類】
   Ｂ６５Ｂ   7/28     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６５Ｂ    7/28     　　　Ｍ
   Ｂ６５Ｂ    7/28     　　　Ｐ

【手続補正書】
【提出日】平成30年2月15日(2018.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パッケージ（３）の注ぎ口（４）にオープニングデバイス（２）の蓋（１００）を取り
付けるための取り付けユニットであって、
　前記取り付けユニットは、経路（Ｑ）に沿って前記パッケージ（３）を前進させる運搬
デバイス（８）と、前記パッケージ（３）が前記運搬デバイス（８）によって前進する間
に前記注ぎ口（４）に前記蓋（１００）を取り付けるよう構成された複数の取り付けデバ
イス（４０）と、複数の移送構造（１９）と、を備えており、
　前記移送構造（１９）の各々は、対応する取り付けデバイス（４０）を支持し、
　前記複数の移送構造（１９）は、トラック構造（２０）に沿って移動可能であり、
　前記運搬デバイス（８）は前記トラック構造（２０）と整列され、
　前記複数の移送構造（１９）は、前記トラック構造（２０）に沿って自動で作動し、か
つ、前記トラック構造（２０）に沿ってそれぞれ独立して動作可能であることを特徴とす
る、取り付けユニット。
【請求項２】
　前記注ぎ口（４）のポジションに関連する信号を生成するよう構成されたセンサ（１７
）と、
　使用時に前記信号を受け取るようにかつ使用時に前記移送構造（１９）の運動を制御す
るように構成された電子制御ユニット（２１）と、
をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の取り付けユニット。
【請求項３】
　前記トラック構造（２０）は、複数の個別励磁形ソレノイドを収容し、かつ前記移送構
造（１９）は、前記ソレノイドを個別に制御することによって前記トラック構造（２０）
に沿って独立して移動可能な磁石を収容すること、あるいは、
　前記トラック構造（２０）は磁石を収容し、かつ前記移送構造（１９）は複数の個別励
磁形ソレノイドを収容し、前記個別励磁形ソレノイドは、前記ソレノイドを個別に制御す
ることによって前記トラック構造（２０）に沿って独立して移動可能であることを特徴と
する請求項１または請求項２に記載の取り付けユニット。
【請求項４】
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　前記トラック構造（２０）は、直線的なトラック構造（２０）であり、
　前記移送構造（１９）は前記トラック構造（２０）に沿って往復移動することを特徴と
する請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の取り付けユニット。
【請求項５】
　前記トラック構造（２０）は、ループ形状のトラック構造であることを特徴とする請求
項１から請求項３のいずれか一項に記載の取り付けユニット。
【請求項６】
　前記移送構造（１９）は、前記取り付けデバイス（４０）が前記運搬デバイス（８）へ
向けてかつ前記運搬デバイス（８）から離れるように移動可能であるように、前記取り付
けデバイス（４０）を支持することを特徴とする請求項５に記載の取り付けユニット。
【請求項７】
　前記移送構造（１９）は、前記取り付けデバイス（４０）がそれらの個々の軸線（Ａ）
を中心として回転可能な様式で、前記取り付けデバイス（４０）を支持することを特徴と
する請求項６に記載の取り付けユニット。
【請求項８】
　前記トラック構造（２０）は、第１のトラック（２３ａ）および第２のトラック（２３
ｂ）を備えており、
　前記移送構造（１９）の各々は、前記第１のトラック（２３ａ）に沿って移動可能な第
１のカート（２５ａ）と、前記第２のトラック（２３ｂ）に沿って移動可能な第２のカー
ト（２５ｂ）と、を備えることを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか一項に記載
の取り付けユニット。
【請求項９】
　前記トラック構造（２０）に沿って前記移送構造（１９）を案内するためのガイドデバ
イス（２６）をさらに備えており、
　前記ガイドデバイス（２６）は、バー構造（２７）と、複数のスライド構造（２８）と
、を備えており、
　前記スライド構造（２８）の各々は、対応する移送構造（１９）に接続されており、か
つ前記バー構造（２７）上を移動可能であることを特徴とする請求項１から請求項８のい
ずれか一項に記載の取り付けユニット。
【請求項１０】
　前記バー構造（２７）は、第１のバー（２９ａ）および第２のバー（２９ｂ）を備えて
おり、かつ、前記スライド構造（２８）の各々は、前記第１のバー（２９ａ）に沿って移
動可能な第１のスライド（３０ａ）と、前記第２のバー（２９ｂ）に沿って移動可能な第
２のスライド（３０ｂ）と、を備えることを特徴とする請求項９に記載の取り付けユニッ
ト。
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